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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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式
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社
と
帝
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ダ
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カ
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株
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合
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に
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づ
く
労
使
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に
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す
る
質
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一 

 



 

長
野
県
北
佐
久
郡
御
代
田
町
大
字
御
代
田
四
一
〇
六
に
本
社
を
置
く
ミ
ネ
ベ
ア
株
式
会
社
（
以
下
「
ミ
ネ
ベ
ア
」

と
い
う
。
）
が
、
本
年
三
月
大
阪
府
松
原
市
田
井
城
二
の
二
の
三
に
本
社
を
置
く
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
工
業
株
式
会
社

（
以
下
「
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
」
と
い
う
。
）
を
吸
収
合
併
し
た
が
、
旧
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
の
従
業
員
で
組
織
し
て
い
る

労
働
組
合
で
あ
る
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
大
阪
地
方
本
部
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
支
部
（
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）
と

の
間
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

ミ
ネ
ベ
ア
株
式
会
社
と
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
株
式
会
社
の
合
併
に
基
づ
く
労
使
紛
争
の
対
策
は
緊
急
を
要
す
る
と

考
え
る
。 

一 

ミ
ネ
ベ
ア
が
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
二
十
二
日
、
「
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
を
吸
収
合
併
し
、
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト 

 
ミ
ネ
ベ
ア
株
式
会
社
と
帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
株
式
会
社
の
合
併
に
基
づ
く
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問 

主
意
書 

三 

 



 

三 

昭
和
五
十
九
年
四
月
二
十
五
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
に
よ
る
と
、
ミ
ネ
ベ
ア
の
子
会
社
で
あ
る
ア
ク
タ
ス
（
本

社
東
京 

資
本
金
二
億
八
千
万
円 
桐
山
東
一
郎
社
長
）
が
同
月
二
十
四
日
、
大
沢
商
会
（
本
社
東
京 

三
宅
省

三
保
全
管
理
人
）
の
家
具
部
門
を
資
産
・
人
員
ご
と
譲
渡
価
格
約
九
億
六
千
万
円
で
買
収
し
た
と
報
ぜ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
毎
日
新
聞
同
月
二
十
六
日
付
朝
刊
に
よ
る
と
、
ミ
ネ
ベ
ア
が
超
Ｌ
Ｓ
Ｉ
生
産
に
進
出
し
、
来
月
新

会
社
「
エ
ヌ
・
エ
ム
・
ビ
ー
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
」
を
設
立
す
る
と
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の

経
過
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ミ
ネ
ベ
ア
が
新
会
社
設
立
、
吸
収
と
い
う
こ
と
を
一
方
で
や
り
な
が
ら
、 

二 

支
部
は
大
阪
府
地
方
労
働
委
員
会
に
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立
て
を
行
つ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
救
済
内
容
、
進
行
状
況
、
現
状
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

の
松
原
工
場
を
閉
鎖
し
新
工
場
を
群
馬
県
の
松
井
田
町
に
建
設
し
移
転
す
る
」
と
、
支
部
と
の
事
前
協
議
を
無

視
し
突
然
新
聞
発
表
し
た
こ
と
か
ら
労
使
の
紛
争
が
続
い
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
経
過
と
現
状
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

帝
国
ダ
イ
カ
ス
ト
の
松
原
工
場
の
み
閉
鎖
し
雇
用
問
題
に
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
通
産
省
と
し
て
い

か
な
る
対
策
と
指
導
を
行
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

労
使
紛
争
解
決
は
、
ミ
ネ
ベ
ア
が
松
原
工
場
で
継
続
し
て
生
産
活
動
を
行
う
こ
と
が
最
も
良
い
解
決
に
な
る

と
思
う
が
、
労
働
省
、
通
産
省
の
見
解
を
求
め
る
。 

右
質
問
す
る
。 


